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日時: 令和 7 年 12 月 10 日（水）9:10～10:25 

グループ討議発表 

幼児・児童の交通安全 1 グループ/対面 

幼児・児童の交通安全 2 グループ/対面 
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自転車の交通安全 1 グループ/対面 

 
 

高齢者の交通安全 1 グループ/対面 
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幼児・児童の交通安全 A グループ/オンライン 
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幼児・児童の交通安全 B グループ/オンライン 
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幼児・児童の交通安全 C グループ/オンライン 

 
 

自転車の交通安全 A グループ/オンライン 
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高齢者の交通安全 A グループ/オンライン 
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日時: 令和 7 年 12 月 10 日（水）10:35～11:45  

テーマ: 自転車の安全利用について 

講義内容:自転車の事故の現状、通行ルール等 

講師: （一財）日本交通安全教育普及協会 普及事業部⾧       

彦坂 誠  

  

 交通事故件数と自転車関連事故件数の推移 
10 年間の推移を見ると、交通事故件数は半減。ただし、自転車の関与率は上昇している。 

 

自転車の交通ルール改正の流れ 

 
・昭和 40 年代  自転車の被害事故防止を目的に歩道通行を推奨→自動車との分離→車両意識の希

薄化  

・2007 年 自転車安全利用五則 

⇒自転車の車両意識の回復、交通ルールの周知・啓発 

・2022 年 自転車安全利用五則 改訂  

・2023 年 道路交通法 一部改正 

⇒ヘルメット着用の努力義務化 

・2024 年 道路交通法 一部改正 

⇒自転車運転中の携帯電話使用など禁止、酒気帯び運転の禁止、モペッドは電動機付 

自転車に位置付け 

・2026 年 道路交通法 一部改正 

⇒青切符の導入（自転車に対する交通反則通告制度） 
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交通反則通告制度（いわゆる青切符）の導入 
・現制度は、書類送検等により有罪になると、刑事罰（拘禁刑・罰金刑）を受ける可能性がある（前科

による資格はく奪等）。 

・青切符は 16 歳以上の自転車運転者の悪質・危険な違反が対象。 

 刑事手続きによらず、簡易・迅速に反則金という実効性ある責任追及を可能にする。 

 

 例) 

「自転車通行可」標識のない歩道を通行した場合（状況により異なります） 

１．単に通行しただけ・・・指導警告 

２．徐行せず、歩行者を立ち止まらせた・・・青切符 

３．歩行者と衝突した・・・書類送検 

ながらスマホ（悪質・危険な違反）・・・青切符（12,000 円の罰金） 

ながらスマホ＋一時停止無視（悪質・危険な違反、違反で周囲に迷惑・危険）・・・赤切符など 

 

自転車の安全利用促進に向けた効果的な広報啓発手法 
なぜ交通ルールは守られないのか→知らない、関心がない、自分に関係ない→自分ごと化→関係がある、

大切であることを認識させる広報が必要である。 

 

警察庁での自転車の安全利用促進に向けた効果的な広報啓発手法に関する調査事業 

・自転車の利用頻度・・・ほとんど毎日が最も多い結果 

・自転車事故の危険性認識・・・関心ありは半数以上 

・ルールの認知状況・・・ながらスマホの運転禁止はおよそ 85％が認知 

・歩道通行の際は車道寄りを徐行・・・70％が認知 

・横断歩道の押し歩き・・・47.8％が認知 

⇒ルールは知っていても違反している理由として、取り締まりをしていない、みつからないからが一番高い割合

となっている。 

 
 広報啓発する際にはターゲットごとの特徴を把握し、方向性を定める必要あり。 

 例）10・20 歳代は自転車のルールは認識しているが、経験が少なく、事故を身近に感じていない。 

   動画・アニメーション・SNS を活用した広報啓発も期待できる。 

 

自転車安全利用五則 

１．車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

２．交差点で信号と一時停止を守って、安全確認 

３．夜間はライトを点灯 

４．飲酒運転は禁止 
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５．ヘルメットを着用 
上記五則を啓発していくために、講習会では、地元の写真を活用して、矢印を入れることで理解が深

まる。 

 

今後の自転車交通安全教育 
警察庁「自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会」において、「技能」「知識(交通ルー

ル)」「行動・態度(危険予測・回避行動/交通社会の一員としての態度)」の 3 分野に分け、7 つのライフス

テージに分けて教育内容を整理。 

幼少期から積み重ねるようにして、自転車の交通安全教育を実施していくことになる。 

 

①未就学児(～6 歳) 

②小学１～３年生(7～9 歳) 

③小学４～６年生(10～12 歳) 

④中学生(13～15 歳) 

⑤高校生(16～18 歳) 

⑥成人(19～64 歳) 

⑦高齢者(65 歳以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


